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◆長期連続乗船の船員の特殊性に対応   
―各都道府県・各市町村に要請―  
船員のワクチン接種を各寄港地で可能に―船員の声が反映される― 
 
 
これまで海員組合は、船員への新型コロナウイルス感染症の早期ワクチン接種について「船員は

乗船中罹患しても直ちに適切な医療を受けることが困難な環境に置かれていることや、長期連続

乗船・連続休暇という船員特有の乗船パターンにより、新型コロナウイルス感染症の２回のワク

チン接種が難しい実態にあることなどを踏まえ、国や関係省庁・関係する地方自治体に対し、船

員への有効かつ円滑な早期ワクチン接種を求めてきた。このたび、９月６日に国土交通省と厚生

労働省が連名で「船員が寄港地等で接種を受ける場合に、住民票所在地以外における接種を認め

るとともに、住所地外接種に関する事前の市町村届出を省略できるものとするなど、円滑な接種

が行われるよう、各都道府県・各市町村・各特別区の衛生主管(部)に要請を行った。 

 

― 事務連絡(全文) ― 
 
船員への新型コロナウイルス感染症のワクチン接種への対応について 
 

令和３年９月６日 

【宛 先】各都道府県・各市町村・各特別区 衛生主管 (部)  

【発出元】(連名) 

国土交通省海事局船員政策課、国土交通省海事局内航課、厚生労働省健康局健康課予防接種室 
 
  

現在、地方公共団体等において、予防接種法(昭和 23 年法律第 63 号)に基づき、新型コ

ロナウイルス感染症のワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。) が進められておりま

す。船員のワクチン接種についても､これまで各海運事業者において、可能な限りスケジュ

ール調整を行い、船舶の運航を継続しながら、船員が適切に接種を受けられるよう取り組

んでいるところです。 

しかしながら、船員については、長期連続乗船・連続休暇という勤務パターン(内航船員

においては 3 ヶ月勤務・1 ヶ月休暇等の勤務パターン)も多く、陸上での限られた休暇期間

中に 2 回の接種を終えなければならないことや､ 住所地から離れた寄港地に寄ったタイミ

ングでワクチンを接種する必要がある場合があることなど、船員特有の勤務の状況により、

ワクチンの予約や接種を円滑に行うことが難しい実態にあります。 

つきましては、こうした船員特有の勤務の状況等を踏まえ、船員への新型コロナウイル

ス感染症のワクチン接種について、下記のとおり、ご対応・ご承知おきいただくようお願

いいたします。 

 



 

記 

船員については、長期連続乗船・連続休暇等の船員特有の勤務形態により、休暇期間中

に住所地で 2 回の接種を受け終わることが難しい場合があることを踏まえ、船員が寄港地

等で接種を受ける場合について、住民票所在地以外における接種を認めるとともに、住所

地外接種に関する事前の市町村への届出を省略できるものとする。その際、乗船スケジュ

ール等を踏まえると、1 回目と 2 回目で同じ接種会場で接種できない場合もあることから、

例えば、２回目の接種のみを希望する場合等にも予約可能とするなど、円滑な接種ができ

るように配慮いただきたい。 

また、寄港地のある自治体等において、海運事業者等から、船員の乗船スケジュールを

踏まえたワクチン接種の予約等について市町村に相談があった場合には、予約日の相談に

応じていただくなど、円滑なワクチン接種にご配慮いただきたい。 

以上 
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